
 

 

 

 

 茨城県では，職域におけるがん検診を推進するため，がん検診受診時の休暇制度やがん
検診費用の一部負担など，従業員ががん検診を受けやすくなるような取組みを新たに行っ
た事業者へ奨励金を支給します。 
 

対象となる取組み 
区分 具体例 

休暇制度等の創設 ・がん検診を受診する際の特別休暇制度を設ける 

・がん検診の受診時間を勤務扱いとする制度を設ける 

費用負担制度の創設 ・従業員ががん検診を受診する際の費用を一部負担する 

検査項目の追加 ・定期健康診断の項目にがん検診の検査項目を追加する 
 ※ 上記のうち，いずれか１つの取組みを実施すれば支給対象となります。 
※ 平成 31 年 4 月 1 日以降に新たに取組みを実施した場合のみ支給対象となります。 
※ 本制度におけるがん検診とは，茨城県の各がん検診実施指針に定める検査項目（裏面参照）と
します。ただし，定期健康診断の項目として実施する胸部 X 線検査は除きます。 

 

支給対象事業者の要件 

① 茨城県内に主たる事業所を有していること 

② 常時使用する従業員の数が 5 人以上 300 人以下であること。 

③ 労働安全衛生法第 66 条第 1 項の規定に基づく健康診断について就業規則に規定している

こと。なお，常時使用する従業員の数が 10 人以上である場合は，当該就業規則を所管労働基

準監督署に届け出ていること。 

④ 雇用保険及び社会保険適用事業所であること。 

⑤ 県税の未納がないこと。 

⑥ 事業主（法人である場合にはその役員）が茨城県暴力団排除条例第 7 条に規定された者でな

いこと。 

⑦ 過去に，下記の要項に基づく奨励金の支給を受けた事業者でないこと。 

 ア 平成２９年度茨城県がん検診受診環境整備奨励金支給要項 

 イ 平成３０年度茨城県がん検診受診環境整備奨励金支給要項 

⑧ その他法令の規定を遵守していること。 

 
支給金額 
 １０万円（１事業者につき１回のみ） 

 
奨励金支給の流れ 
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①計画書の届出 

②がん検診啓発資材の提供 （配布・受診勧奨） 

③取組み実施 

・休暇制度の創設 

・費用負担制度の創設 

・検査項目の追加 等 

④奨励金支給申請 

⑤審査・奨励金支給 

⑥検診受診状況等の報告 



①計画書の提出 

・ 取組みを実施する前に，「がん検診受診環境整備推進計画書（様式第１号）」を作成し，県（疾

病対策課）へ２部提出してください。なお，取組みの内容はできるだけ詳細に記載してください。 

・ 県において，計画書に記載された取組内容が奨励金の支給対象になるかを確認した後，受付印

を押して１部を返却します。（返却された計画書は，④の奨励金支給申請の際に使用しますので

大切に保管してください。） 

②がん検診啓発資材の提供（配布・受診勧奨） 

・ がん検診に関する啓発資材（リーフレット）を提供しますので，従業員の方に配布いただき，

がん検診の啓発を行うとともに受診勧奨を行ってください。 

③取組み実施 

・ ①で提出した計画書を基に，従業員の方ががん検診を受けやすくなるための取組み（休暇制度

の創設，費用負担制度の創設等）を実施してください。 

④奨励金支給申請 

・ 取組みを実施した後，「がん検診受診環境整備奨励金支給申請書（様式第２号）」に以下の書類

を添付して，県（疾病対策課）へ１部提出してください。【提出期限：２０２０年 2 月 2９日】 

〔添付書類〕 

 ア 就業規則の写し（労働基準監督署の受理印が押印されているもの） 

    ※ 労働安全衛生法第 66 条第 1 項の規定に基づく健康診断について規定されていることが要件となります。  

 イ 雇用保険適用事業所設置届事業主控えの写し 

 ウ 社会保険適用事業所であることがわかる書類の写し 

 エ 奨励金の支給対象となる取組みを実施したことがわかる書類の写し 

 オ がん検診受診環境整備推進計画の写し（県の受付印が押印されているもの） 

 カ 県税に未納がないことを証する納税証明書（茨城県県税条例施行規則様式第 40 号の４(イ)） 

 キ 誓約書（様式第３号）※法人の場合には役員の住所，氏名，生年月日等が記載された名簿を添付  

⑤審査・奨励金支給 

・ 県で申請書類を審査のうえ，奨励金を支給するかどうかを決定します。審査結果は，後日郵送

にて送付します。なお，奨励金の支給が決定された場合は，④の申請書に記載された口座に，後

日奨励金を振り込みます。 

⑥検診受診状況等の報告 

・ 従業員の方のがん検診の受診状況等について，「がん検診受診状況等報告書（様式第５号）」に

より報告してください。【報告期限：２０２０年３月 31 日】 

 

〔茨城県の各がん検診実施指針に定める検査項目〕 

 胃がん検診（胃内視鏡検査，胃部Ｘ線検査），肺がん検診（胸部Ｘ線検査），大腸がん検診（便潜血検査） 

乳がん検診（乳房Ｘ線検査(マンモグラフィ)，超音波検査），子宮頸がん検診（子宮頸部の細胞診） 

 

注意事項 

・ 予算の範囲内での支給となりますので，申請をお考えの場合には，お早めに計画書を提出して

ください。 

・ 県のがん対策に関する調査や広報へのご協力をお願いします。 

 

〔お問い合わせ先〕 

 〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 

  茨城県保健福祉部疾病対策課 がん対策推進室 

  ＴＥＬ：029-301-3224／ＦＡＸ：029-301-32３9 

  E-mail：yobo2@pref.ibaraki.lg.jp 

検索 がん対策 茨城 

～申請に必要な様式はホームページから 
ダウンロードができます～ 


